
道路占用許可に関する申請・届出の

令和４年12月15日から、道路占用許可がオンライン（e-KOBE）申請できるようになります。
詳しくは神⼾市ホームページ「道路占用許可の電子申請」をご確認ください。
これまでどおり、窓口での受付（紙申請）も行っています。

対象となる手続き
・道路占用許可申請（新規・変更）
・工事着手届
・工事完了届
・住所変更等届

《システムの利用方法に関するお問い合わせ先》
神⼾市建設局道路管理課（占用担当）℡078-322-5127

電子申請による受付を開始します！

※ 申請にあたっては、建設事務所と事前協議（相談）をしていただく必要があります。

まずは、占用場所を所管する建設事務所と、占用内容等について協議をお願いします。

電子申請により
道路占用許可を受けた工事に限ります。


